
 

 

 

入札説明書等配布一覧表 

 

 

物品等の名称［ 水道用水酸化ナトリウム ］ 

 

 

No 名                    称 部数等 

１ 

入札説明書 

（添付様式） 

・一般競争入札参加資格確認申請書 

・競争入札仕様書等に関する質問書 

・入札書 

・委任状 

１部 

２ 仕 様 書 １部 

 

（注）上記内容について、落丁等がないか確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県企業局酒田電気水道事務所 



入 札 説 明 書 
 

水道用水酸化ナトリウムの調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係

法令及び山形県公営企業財務規程（昭和 53年４月県企業管理規程第 11号。以下「規程」

という。）に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 担当部局等 

(1) 契約に関する事務を担当する部局等（以下「契約担当部局」という。） 

〒999－6727 酒田市中野俣字赤田沢６ 

山形県企業局酒田電気水道事務所 庶務係  電話番号 0234（61）9720 

(2) 仕様書に関する事務を担当する部局等 

〒999－6727 酒田市中野俣字赤田沢６ 

山形県企業局酒田電気水道事務所 施設管理課  電話番号 0234（61）9720 

 

２ 入札参加者の資格 

(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けてい

ないこと」とは、一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請

書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から落札決定までの期間中のいずれ

の日においても指名停止措置を受けていないことをいう。 

(2) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者は、本件入札に参加することが

できない。 

 

３ 入札参加資格の審査等 

(1) 入札参加資格の審査は、入札を終了した後に入札執行者が落札候補者と認めた者に

ついて行う。 

なお、審査の結果落札決定したときは、既に審査を受けた者を除き、他の入札参加

者に係る審査は行わない。 

(2) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを

証するため、申請書を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の有無に

ついて契約担当者の審査を受けなければならない。 

(3) 提出書類 

入札参加者の資格に関する書類 

ア 一般競争入札参加資格確認申請書（別紙様式第１号） 

イ 水道用水酸化ナトリウムの販売に関する許認可（届出）等を証する書面（写し

可） 

(4) 上記(3)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。 

(5) 落札候補者は、添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるもの

とし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。 

なお、その求めに応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。 

(6) 申請書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 

 



４ 仕様書に関する質問等 

(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和８年３月 18 日（水）午後４時までに契約担

当部局に別紙様式第７－1 号により持参又は郵送（書留郵便に限る。）で提出するこ

と。 

なお、郵送等による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。 

 (2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、

当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、山形県企業局酒田電気水

道事務所において閲覧に供する。 

 

５  入札の辞退等 

(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができ

る。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する物品

等の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表

者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。 

(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。 

 

６  入札 

(1) 入札書の様式は、入札書（別紙様式第８号）による。 

(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による

提出も認める。（書留郵便に限る。） 

(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「物品等の名称」を記載

すること。 

(4) 入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上

記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。 

なお、令和８年３月 23日（月）午後５時までに契約担当部局に必着とし、当該日

時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。 

(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委

任状（別紙様式第９号）を作成し提出させること。 

(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはで

きない。 

また、法人の代表者（支店長等の受任者を含む。）が自ら入札する場合は、当該入

札に関して他の入札者となることはできない。 

(7) 入札価格には、輸送費、登録及び関税等通常の取引において必要とされる諸経費を

含む総額とする。 

 

７ 開札 

入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会

わない場合においては、入札事務に関係のない山形県企業局職員を立ち合わせて開札を

行う。 

開札に立ち会わない入札者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒に、受取人の住所、

氏名又は名称等を明記のうえ、所定の料金の切手を貼ったものを入札書とともに提出し

なければならない。 



８ 入札の無効 

    次に掲げる入札は無効とする。 

(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者のした入札 

(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札 

(3) 委任状を持参しない代理人のした入札 

(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得

るため連合したと認められる入札 

(5) 同一の事項につき２通以上の入札書を契約担当者に提出した入札 

(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金

額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札 

(7) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

９ 再度入札 

    予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合が

ある。 

  再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。 

入札を一度辞退した者は，当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。 

 

10 落札者の決定方法 

(1) 規程第 129 条第１項の規定により作成された公告２の(1)の予定価格の範囲内で最

低の価格をもって入札（有効な入札に限る。）を行った者を落札候補者とし、当該候

補者に係る資格審査の結果、資格を有すると認められた場合に落札者として決定する。 

(2) 落札候補者の審査の結果、資格がないと認められた場合は、予定価格の範囲内で入

札（有効な入札に限る。）を行った次順位の者を落札候補者とし、前項及び本項の規

定を準用し落札者を決定する。落札候補者の変更は、予定価格の制限の範囲内で入札

を行った者において、落札者が決定するまで繰り返すものとする。 

(3) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にく

じを引かせて落札候補者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わ

ない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県企

業局職員にこれに代わってくじを引かせ落札候補者を決定する。 

 

11 その他 

(1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要

綱に基づく指名停止措置を行うことがある。 

(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認

められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若

しくは取り止めることがある。 

(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立

てることができない。 

(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。 

(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑（入札書に

使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。）を持参す



ること。 

なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知す

る。 

(6) 本件契約の条項は、規則の規定による物件購入契約約款による。 

(7) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（一般競争入札参加資格確認申請書） 

 

                           令和  年  月  日  

 

山形県企業管理者 松澤 勝志  殿 

 

              住所又は所在地 

              氏名又は名称 

              代 表 者 氏 名             

 

 

一般競争入札参加資格確認申請書 

 

 下記物品の調達等に係る入札参加資格について確認されたく申請します。 

なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないこ

とを誓約します。 

 

記 

 

１ 調達物品等の入札公告日及び名称 

(1) 入札公告日 令和８年３月９日 

 (2) 物品等の名称 水道用水酸化ナトリウム 

 

２ 添付書類 

   水道用水酸化ナトリウムの販売に関する許認可（届出）等を証する書面（写し可） 

 

 

 

 

 

 

※登録番号 ※確認印 

  

※申請者は記入しないでください。 

 



様式第７－１号（一般競争入札仕様書等に関する質問書） 

 

  令和  年  月  日  

 

山形県企業管理者 松澤 勝志 殿 

 

              住所又は所在地 

              氏名又は名称 

              代 表 者 氏 名           

 

 

競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書 

 

 下記物品の調達等に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。 

 

記 

 

１ 調達物品等の入札公告日及び名称 

(1) 入札公告日 令和８年３月９日 

(2) 物品等の名称 水道用水酸化ナトリウム 

 

２ 質問事項等 

 

 



様式第８号（入札書） 

備考 「摘要」欄には物件売払契約に係る入札の場合にあっては代金納入期限等その他の

場合にあっては必要事項を記入すること。 

※１ 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。（代

理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。） 

※２ 代理人が入札する場合は、※１の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。 

入    札    書 

   令和     年    月    日  

山形県企業管理者 松澤 勝志 殿 

 

入札者 住 所 又 は 所 在 地 

 氏名又は名称及び代表者名 
 

                                     ㊞ 

               〔 代理人氏名             ㊞ 〕 

山形県公営企業財務規程及び山形県企業局契約約款により入札条件を承認し、下記の 

とおり入札します。 

記 

 入 札 金 額  ￥ 

 入札保証金額  免除 

 

品名及び規格 

 
 水道用水酸化ナトリウム 

 （規格は仕様書のとおり） 

 数 量   仕様書のとおり 

 納 入 場 所 

 

又は引渡場所 

 

 仕様書のとおり 

 
納 入 期 間 

又は引渡期限 

 

 令和８年４月１日～令和９年３月 31 日 

 摘 要  
 キログラムあたりの単価契約  
代金の支払方法：１ヶ月ごとの精算払い 

※１ 

※２ 



様式第９号（委任状） 

 

委   任   状 

 

   令和   年   月   日  

 

山形県企業管理者 松澤 勝志 殿 

 

          住所又は所在地 

          氏名又は名称 

          代 表 者 氏 名                   ㊞ 

 

 

私は          を代理人と定め、下記の権限を 

（使用印鑑     ） 

委任します。 

 

記 

 

１ 水道用水酸化ナトリウムの入札並びに見積に関する一切の件 

 

２ 委  任  期  間 

 

令和    年    月    日 から 

 

令和    年    月    日 まで 



水道用水酸化ナトリウム仕様書 

 

１ 品名  水道用水酸化ナトリウム（２５％） 

 

２ 規格及び品質 

 （１）規格    

    ＪＷＷＡ Ｋ １２２：２００５（水道用水酸化ナトリウム）または同等以上の 

ものとする。 

 （２）品質 

    浄水または浄水処理過程において、最大注入率で使用したときの浄水中の濃度が

「水道施設の技術的基準を定める省令」(平成１２年２月２３日付け厚生省令第１５

号)の第１条第１項第１６号別表第１の基準に適合するものとする。 

（最大注入率は１００ｍｇ／Ｌとする。） 

    また、表１の左欄に掲げる項目については、同表右欄に掲げる基準に適合するこ

と。 

       表１ 

 水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）（％）    ２５ 以上 

 

３ 品質証明 

  納入者は契約後の最初の納入に際して、日本水道協会認証登録品の場合は認証登録証

の写し及び品質試験成績書（自社検査のもの）を、認証登録品でない場合は品質試験成

績書（計量証明事業所の発行するもの）を提出し、当所の承諾を得なければならない。

製造工場を変更する場合も同様とする。 

 

４ 品質検査 

  納入毎の品質検査は、製品の品質試験成績表（自社試験結果）及び当該サンプルによ

る外観等の確認によるものとする。 

なお、契約期間中、当所において適時納入薬品の品質検査を行うことがある。 

 

５ 購入予定数量  平田浄水場   １１１，０００㎏ 

                    遊摺部浄水場     ３２，０００㎏       計 １４３，０００㎏ 

  なお、１回あたりの納入量は、約１０，０００kg 程度となる。 

                     

６ 数量検査 

  納入数量は、計量証明事業所の発行する計量証明書によるものとする。 

  数量の確認は、当所が行う納入容量と比重から重量を換算する方法によるものとする。 

 

７ 納入方法 

  （１）場所 

        ①酒田電気水道事務所 平田浄水場   酒田市中野俣字赤田沢６  

        ②酒田電気水道事務所 遊摺部浄水場 酒田市遊摺部字南五丁野３９２  

  （２）指定した日時にタンクローリー車により納入すること。 

  （３）平田浄水場のみ納入の場合は、１０,０００ kg 全量を平田浄水場で納入する。

遊摺部浄水場に納入する場合は、概ね遊摺部浄水場で４,０００ kg 程度納入した

後、平田浄水場で６,０００ kg 程度納入するものとする。 
 



 

８ その他 

  （１）受注者は契約後速やかに、緊急時の連絡先を提出するものとする。 

  （２）ここに明記されていない事項については山形県企業管理者（発注者）と納入者

が協議のうえ決定するものとする。 


